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台風の影響による停電に伴い被災されたみなさまには心よりお見舞い申し上げます  

 

令和元年台風１５号の影響による停電に伴う災害により被災された方にかかる措置

について、下記とおりお知らせします。 

 

被保険者証等の提示について 

 

台風による災害により被災したことに伴い、被保険者証の紛失等により、保険医療機

関等に被保険者証等を提示できない場合、次の事項を申し立てることにより健康保険で

受診することができます。 

 

（１）氏名 （２）生年月日 （３）連絡先（電話番号等） (４）事業所名  

 

被保険者証「再交付申請書」の提出が困難な場合は、下記までご連絡ください。 

 

 

一部負担金の徴収猶予の措置等について 

 

災害救助法の適用市町村（次頁）にお住まいの方につきましては、被災状況（※）に

応じて、次の措置をとることができますので、ご連絡をお願いします。 

 

（１）一部負担金の徴収猶予及び減免の措置 

（２）任意継続被保険者にかかる保険料の延長・納付猶予の措置 

（３）保険給付費等の速やかな審査・支払の措置 
 

※（ア）住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をしたこと 

（イ）主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったこと 

（ウ）主たる生計維持者の行方が不明であること 

（エ）主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止したこと 

（オ）主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと 

（当面、令和元年１０月末日までの措置となります。） 

 

 

以上のことに関するお問合せ・ご連絡は、給付課（06-6765-9212）まで 

関西文紙情報産業健康保険組合 
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令和元年台風１５号の影響による停電に伴う災害救助法の適用市町村 

 

（令和元年９月１２日現在） 

 

 

【千葉県】（９月９日） 千葉市（中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区） 

            銚子市・館山市・木更津市・茂原市・成田市・佐倉市 

            東金市・旭市・勝浦市・市原市・鴨川市・君津市・富津市 

            四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・富里市・南房総市 

            匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市 

            印旛郡酒々井町・印旛郡栄町・香取郡神崎町・香取郡多古町 

            香取郡東庄町・山武郡九十九里町・山武郡芝山町 

            山武郡横芝光町・長生郡一宮町・長生郡睦沢町・長生郡長生村 

長生郡白子町・長生郡長柄町・長生郡長南町・夷隅郡大多喜町 

安房郡鋸南町 

 

 


